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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
南
ス
ー
ダ
ン
に
派
遣
さ
れ
た
自
衛
隊
員
の
自
殺
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
一
）
に
つ
い
て

国
際
連
合
南
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
以
下
「
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
へ
の
平
成
二
十
三
年
十
一
月
か
ら

平
成
二
十
九
年
五
月
ま
で
の
間
に
お
け
る
自
衛
隊
員
の
参
加
要
員
数
は
、
延
べ
三
千
九
百
三
十
九
人
で
あ
る
。

一
の
（
二
）
及
び
（
三
）
に
つ
い
て

Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
へ
の
平
成
二
十
九
年
六
月
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
ま
で
の
間
に
お
け
る
自
衛
隊
員
の
参
加
要
員
数
は
、
延

べ
八
人
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
自
衛
隊
員
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
司
令
部
要
員
の
一
員
と
し
て
、
兵
た
ん
全
般
の
需
要
に
関
す
る

部
内
の
調
整
に
関
す
る
業
務
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
保
守
管
理
に
関
す
る
業
務
、
施
設
業
務
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す

る
業
務
並
び
に
航
空
機
の
運
航
支
援
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
業
務
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
（
一
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
負
傷
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
に
派
遣
さ
れ
て

い
た
自
衛
隊
の
部
隊
か
ら
報
告
さ
れ
た
「
南
ス
ー
ダ
ン
派
遣
施
設
隊
等
の
衛
生
状
況
（
週
間
報
告
）
」
に
よ
る
と
、
平
成
二

十
四
年
二
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
五
月
ま
で
の
間
に
、
「
損
傷
・
中
毒
・
そ
の
他
の
外
因
」
に
該
当
し
た
自
衛
隊
員
の
延
べ

一



人
数
は
、
初
診
六
百
四
十
九
人
、
再
診
五
百
四
十
八
人
で
あ
る
。
な
お
、
お
尋
ね
の
「
原
因
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
て
を

把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
（
二
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
南
ス
ー
ダ
ン
派
遣
施
設
隊
日
々
報
告
」
（
以
下
「
日
報
」
と
い
う
。
）
第
千
六
百
三
十
九
号
四
十
三
ペ
ー
ジ

に
記
載
さ
れ
て
い
る
負
傷
者
は
、
我
が
国
が
派
遣
し
た
自
衛
隊
員
で
は
な
い
。

二
の
（
三
）
に
つ
い
て

日
報
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
派
遣
部
隊
の
隊
長
が
中
央
即
応
集
団
司
令
官
に
対
し
報
告
を
行
う
た
め
に
作
成
し
て
い
た
文
書

で
あ
り
、
部
隊
が
現
地
で
取
得
し
た
情
報
を
基
に
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
（
四
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
七
人
の
傷
病
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
呼
吸
器
系
疾
患
、
消
化
器
系
疾
患
、
皮
膚
及
び
皮
下
組
織
の
疾
患
又
は

損
傷
・
中
毒
・
そ
の
他
の
外
因
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
死
亡
年
月
」
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

二



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
零
人
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
公
開
さ
れ
た
「
南
ス
ー
ダ
ン
派
遣
施
設
隊

日
々
報
告
」
」
の
具
体
的
な
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
日
報
に
関
し
て
は
、
そ
の
管
理
状
況
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
た
特
別
防
衛
監
察
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
関
係
者
の
処
分

を
行
い
、
文
書
管
理
や
情
報
公
開
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
の
改
善
措
置
を
講
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
御
指
摘
の
よ

う
な
「
確
認
作
業
」
を
改
め
て
行
う
予
定
は
な
い
。

三


